
公共神第 74 号  
令和７年７月 11 日  

 
各所属所⾧ 様 

 
公立学校共済組合神奈川支部⾧  

 
 

育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金について(通知) 
 

当共済事業につきましては、日ごろから御理解、御協力をいただきありがとうございます。 
標記の件については、令和７年２月 27 日付け公共神第 228 号「育児休業手当金延⾧給付

請求手続の変更等について（通知）」にて事前にお知らせしたところですが、次のとおり事
務手続を定めましたのでお知らせします。 
 
〇 育児休業支援手当金について 

【送付物】 
  ・ 育児休業支援手当金について 
  ・ 育児休業支援手当金の対象期間及び請求書作成の例 
  ・ 育児休業支援手当金の経過措置に係る具体例 

【留意事項】 
   請求様式は当組合ホームページに掲載していますので、こちらからダウンロードの上、

御利用ください。 
  ＜ 掲載ページ ＞ 
   トップページ（https://www.kouritu.or.jp/kanagawa/index.html） 

 → 短期給付の手続き 
 → 休業給付の手続き 

 → 育児休業支援手当金の請求手続き 
 
〇 育児時短勤務手当金について 

【送付物】 
  ・ 育児時短勤務手当金について 
  ・ 育児時短勤務手当金に関するＱ&Ａ 
  ・ 育児時短勤務手当金請求書（給付様式第 10-12 号） 
  ・ 給与報酬支給額証明書（給付様式第 10-10-5 号） 

【留意事項】 
   請求様式は当組合ホームページに掲載していますので、こちらからダウンロードの上、

御利用ください。 
  ＜ 掲載ページ ＞ 
   トップページ（https://www.kouritu.or.jp/kanagawa/index.html） 

→ 短期給付の手続き 
 → 休業給付の手続き 

 → 育児時短勤務手当金の請求手続き 
 



〇 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給について 
  通常、短期給付については請求書類を当該月の 20 日までに受領した場合、翌月 20 日

頃に支給しております。 
しかし、上記手当金については令和７年７月～９月に多くの御請求をいただくことが見

込まれており、それに伴い、審査等の事務処理に通常よりもお時間をいただく可能性があ
ります。何卒、御理解賜りますようお願いします。 

 

問合せ先 
 給付グループ 田口、鈴木 
 電話 (045)210-8179（直） 


